
※開催中止 公益社団法人ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ安全協会

お客様各位 宮 城 事 務 所 長

クレーン運転業務特別教育 開催のご案内

労働安全衛生法の規定では、つり上げ荷重が５ｔ未満のクレーン運転業務については、「クレーン」
運転業務特別教育修了者」又は「床上操作式クレーン運転技能講習修了者」「クレーン・デリック運転
士免許者」でなければ就業させることができません。
当協会ではこの度事業主に代わって下記により、クレーン運転業務特別教育を下記の日程で開催致し

ますので、この機会に是非ご受講頂きますようご案内申し上げます。

１.日 程・講習科目（学科１．５日 実技０．５日 計２日間）

13時間ｺｰｽ 10時間ｺｰｽ
日 程 講習時間

○(免除無) ◎(免除有)
講習科目

9:00～17:10
クレーンに関する知識 (3Ｈ)

３月２５日(水) 学 科 原動機及び電気に関する知識 (3Ｈ)
関係法令(1Ｈ)

9:00～12:10 ◎実 技 力学に関する知識(2Ｈ)
※免除有･科目免除

３月２６日(木) 9:00～11:05 ○学 科
実技合図(1Ｈ～)※免除有･科目免除

11:10～16:10 ○実 技 実技講習(3Ｈ～)

２.受講料・テキスト代 (受講料＋ﾃｷｽﾄ代の合計金額になります。)※(会員は年会費･納入事業所様が対象)

受 講 料（税込） テキスト代（税込）

○１３時間ｺｰｽ(免除無) ◎１０時間ｺｰｽ(免除有)
￥１,６８０（ 非 会 員 ）

￥１９,８００（ 非 会 員 ） ￥１８,７００（ 非 会 員 ）
￥１,３８０ (※当協会会員様)

￥１８,７００(※当協会会員様) ￥１７,６００(※当協会会員様)

３.コースの区分及び免除資格 (注意:申込時に免許証･修了証のｺﾋﾟｰ要･添付,受講当日申請不可)
○通常ｺｰｽ(13時間)…下記いずれの資格もない方。
◎免除ｺｰｽ(10時間)…次の資格を取得している方は、科目の一部免除を受ける事ができます。

※いずれか１つ 【免 許】：移動式ｸﾚｰﾝ運転士免許

【技能講習】：玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習(特例講習含む)

４.申込方法 (注意：受講料及びテキスト代の当日受付はしておりません。)

①窓口申込／申込書等を持参しお申込下さい。その後「受講料＋テキスト代」(前納)をお振込下さい。
②郵送申込／申込書等を郵送し下記の振込先｢受講料＋ﾃｷｽﾄ代｣(前納)お振込下さい。

振込先 七十七銀行 県庁支店 ※(振込手数料はご負担下さい)

普通預金 ９０７９９５５ 公益社団法人 ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ安全協会宮城事務所

必要書類 ①申込書（原本）②写真１枚(ｻｲｽﾞ ﾀﾃ3.0ｃｍ×ﾖｺ2.4ｃｍ 背景無地)
③本人確認書類(写)(運転免許証、健康保険証、戸籍抄本､住民票､ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ)のいずれか１部

④科目免除資格(修了証･免許証)/ｺﾋﾟｰ1部

※お願い ③,④の書類については当日、原本確認をしますので必ずご持参下さい。

定 員 ４ ０名（○13時間ｺｰｽ：２０名/◎10時間ｺｰｽ：２０名）(受付状況はお電話にてご確認下さい)
申 込 先 〒983－0013 仙台市宮城野区中野四丁目７－１９

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所
電 話（０２２）７８６－３５００ ＦＡＸ（０２２）７８６－３５０１
※ 学科・実技会場については宮城事務所にて開催します。

５.修了証の交付について
所定の全科目を受講し、修了されますと「修了証」を即日で交付致します。
※今年より郵送での交付対応は不可になりますのでご了承下さい。※即日交付のみ
６.その他
（１）お申込後、受講取り消しによる受講料の返金は出来ません。

但し受講者の変更は出来ますので講習開始１週間前までご連絡下さい。

（２) 建設事業主は「各都道府県労働局」より助成金の支給を受ける事が出来ます。
助成金を受給するにあたり条件等がありますので「各都道府県労働局」にご確認の上、当協会にも
必ずご連絡下さい。

（３）当協会では万一受講中の不慮事故に対し、「講習会等災害補償保険」に加入しております。


